
瀬戸市訓令第１号 

  本 庁  

公 所  

瀬戸市決裁規程（昭和３７年瀬戸市訓令第１号）の一部を次のように改

正する。 

令和８年３月３１日 

 瀬戸市長 川 本 雅 之



次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第４条―第６条関係） 

 １及び２ ＜省略＞ 

 ３ 財務関係 

決裁区分 

決裁事項 

市長 副市長 部長共通 課長共通 備考 

契約 施

行

計

画 

＜省略＞ ＜省略＞ 

物品

購入 

～５００ ５００～ ３００～ １５０～ 

公有

財産

購入 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

その

他 

～５００ ５００～ ３００～ １００～ 

＜省略＞ 

支出

負担

行為 

＜省略＞ 

役務費   ～１００ １００～  

＜省略＞ 

使用料及

び賃借料 

  ～１００ １００～  

＜省略＞ 

別表第１（第４条―第６条関係） 

 １及び２ ＜省略＞ 

 ３ 財務関係 

決裁区分 

決裁事項 

市長 副市長 部長共通 課長共通 備考 

契約 施

行

計

画 

＜省略＞ ＜省略＞ 

物品

購入 

～５００ ５００～ ３００～ ８０～ 

公有

財産

購入 

＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ ＜省略＞ 

その

他 

～５００ ５００～ ３００～ ５０～ 

＜省略＞ 

支出

負担

行為 

＜省略＞ 

役務費   ～５０ ５０～  

＜省略＞ 

使用料及

び賃借料 

  ～５０ ５０～  

＜省略＞ 



備品購入

費 

  ～１５０ １５０～  

＜省略＞ 

＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 
 

備品購入

費 

  ～１００ １００～  

＜省略＞ 

＜省略＞ 

備考 ＜省略＞ 
 

  



附 則 

この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 

 


